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　春の気配もようやくととのい、草木の緑が美しく

映えるこの良き日に、慣れ親しんだ場所に別れを告げ、

新しい世界へと、たくさんの希望と期待を胸に一歩を踏み

出す方も多いでしょう。それぞれの皆さまが、輝く未来に向かっ

て歩んで頂ければと思います。

　一方で、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が続いています。この戦

争によって何千もの人命が不必要に失われ、女性と子どもを中心とし1,000万もの人々が

故郷を追われ、基幹インフラが組織的に破壊され、世界中で食料とエネルギー価格が高騰していま

す。一日も早い停戦協議とウクライナの人々の平和を願うばかりです。犠牲になられた方々及びそ

の御遺族に深い哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の一刻も早い回復を祈念します。

　新型コロナウイルス感染症は、「第６波が終わり、今は第７波の入り口といえる」と感染症の専門家
が予測されています。

　この新型コロナウイルスの影響で、通常の生活が送れないという特殊な状況の中、私たちが直面

した苦労やストレスは相当なものだと思います。２年以上続く中で、こころと身体に疲れがたまり

やすくなっています。誰かに相談することで、こころが軽くなることもあります。１人で悩まないで「あ

いばあつ子」へ是非相談して下さい。

　県議会議員も今任期中最終年度となりました。今年は、ながさき新産

業創造特別委員会の委員長に就任しました。よりよい長崎県にな

りますように、委員会で議論し政策提案に繋げていきます。

　今後とも皆様の声を県政に届けて参りますので、ご支援、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

あいばあつ子の活動報告あいばあつ子の活動報告

メンタルヘルス研修の1コマYouTu b e第５弾

1月9日　出初式

1月26日　第7回　
　　　　　観光・IR・新幹線特別委員会

3月8日　ウクライナ難民支援　
　　　　 募金活動

3月28日　新知事へ政策制度要求

1月11日　アジア・アフリカ支援米発送式

3月28日　新知事へ政策制度要求　改革21 3月30日　「九州・長崎ＩＲ区域整備計画（案）」公聴会を傍聴

　「パワハラ防止法」が2022年4月からすべ
ての企業で義務化されます。
　「熱血指導・熱心な指導？」を見直してみ
ませんか。

あいばあつこ
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長崎新時代へ突入！
YouTubeにて詳細を紹介しています。

ぜひご覧ください。

総務部（学事振興課）　　
県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター
整備の進捗状況はどうなっているのか。
令和３年度から工事に着手し、建物本体工事の
契約を締結しており、

令和４年９月末までに完成
し、設備についても11月ま
でに導入する予定である。

教育委員会
第24号議案「職員の育児休業等に関する条例の
一部を改正する条例」

　引き続き在職した期間が１年以上との要件を廃止
することで、育児休業が取りやすくなるが、会計年
度任用職員として働く場合に、ほかに要件があって、
取りづらいという声を聞くがどうか。

職場で取得しにくい環境になっているのではな
いかと考える。取得しやすい勤務環境とするた

めの措置として、妊娠・出産等を申し出た職員に対
する個別の意向確認、勤務環境の整備として職員へ
の研修、相談体制の整備が今回改正されたところで
ある。
　会計年度任用職員、正規職員にかかわらず、一人
ひとりのライフプランや意向を聞いた上で、働きや
すい環境を整備する責務があると考えており、全て
の職場に行き渡るよう努力する。
　

在職した期間が１年以上というのは廃止される
が、会計年度任用職員にとっては、任用が１年

ごとの更新となるので取得できないということにな
らないのか。

３月定例県議会報告

大石新知事の所信表明

①新型コロナウイルス感染症対策
②県民との対話と行動力の発揮
③子育て支援施策と教育環境の充実・強化
　合計特殊出生率「２」を目指す。
④医療・福祉・介護の充実と人材確保
⑤地場産業の振興
⑥交通ネットワークの整備
⑦離島の振興
⑧長崎県版デジタル社会の実現
⑨にぎわいの創出
⑩本県の取組の世界への発信

⑪行政財政改革の推進・知事退職金辞退
　約3144万円
⑫特定複合施設（IR）区域整備の推進
⑬九州新幹線西九州ルートの整備促進
⑭県庁舎の跡地活用
⑮陸上自衛隊水陸起動団3個目の連帯の本
県への配備
⑯企業誘致の推進
⑰スポーツの振興
⑱県立長崎図書館郷土資料センターの開館
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年度をまたがる取得の場合、有期の雇用なので、
次年度も雇用があるかが要件となる。次年度の

雇用が見込まれる場合は、取得は可能である。

文化観光国際部
『ふるさとで“心呼吸”の旅キャンペーン第２弾』
　令和４年度は180万人分の割引を見込んでおり、
468億円の観光消費額を想定している。
・宿泊及び日帰り旅行代金の50％（上限5,000円/人）
・地域限定クーポン2,000円

県民生活環境部
　性暴力被害者支援『サポートながさき』は、国が設
置した24時間相談受付の夜間休日対応コールセン
ターを利用するにあたり、本県が夜間休日の相談に
適切に対応していくため、常勤の専門相談員を増員
する。増員により、夜間の緊急時の対応が可能となり、
体制の充実に繋がるものである。

土木部
　県営住宅入居申込時の連帯保証人等の取扱につい
ては、現在、連帯保証人を確保できない方には、申
請窓口において免除も可能である。

産業労働部
　航空機産業については、コロナ禍の影響が大きい
令和２年頃から航空機需要が縮小しているが、令和
６年頃には本来の成長曲線に回復し、その後も成長
を続けていく見通しである。本県の航空機産業は、
ここ３年あまりで参入企業が20社程度に倍増したう
え、認証取得企業数９社は九州トップとなり、 国から
も注目されている。

水産部
　漁港・港湾に放置されている放置廃船は、持ち主が
処分することが責務であるが、現在、漁港・港湾にあ
る774隻の放置廃船のうち533隻が所有者不明であ
る。 今後とも所有者の探査を続けていくとともに、放
置廃船対策を強化していく。

企画部
　「新モビリティサービス構築推進事業費」のＭａａＳ
(マース)について、西九州新幹線開業に合わせ、マ
イルートというアプリを県内で導入する。またＪＲな

どの鉄路は定時制が確保されている一方、バス・航
路・航空路等は遅れがつきものであるが、実際に遅
れが発生した場合、乗り継げるところが乗り継げな
かったり、決済に影響するようなことなどの問題点
をクリアーできるよう検討していきたい。
　「九州・長崎ＩＲ区域整備計画案」の入場料納入金・
納付金については、ＩＲの運営等に必要な経費を控除
した残額について、県３分の１、佐世保市３分の１、
県内各市町等３分の１の割合で配分する。21市町へ
の配分額は、各市町で人口規模や政策の課題に違い
があるため、柔軟性のある制度設計となるよう、各
市町の意見を聞きながら進めていきたい。

地域振興部
　県知事選挙の投票率は前回、過去最低の36.03％
から47.83％と11.80ポイントも上昇しているが、
年齢別の投票率を見ると、20代前半が21.47％、後
半が28.88％と若者の低投票率が続いている。今回、
若者向けにＳＮＳやユーチューブ、検索サイト等のイ
ンターネットを活用した広告を強化するとともに、
初めての試みとして、ラッピングバスによる啓発を
行ったところであり、若者に届くような啓発方法に
ついて検討のうえ取り組んでいく。

A

A

A主な審査内容文教厚生
委員会

主な審査内容農水経済
委員会

主な審査内容
総　務
委員会

主な審査内容
観光生活
建設
委員会

　３月定例会は、３月14日から30日まで開かれ、本会議初日には、「離島・
半島地域の振興対策に関する意見書」など2件の意見書並びに「ロシアによる
ウクライナへの軍事侵攻に対し厳重に抗議する決議」など２件の決議を可決
しました。
　その後、各常任委員会及び議会運営委員会の構成を決定し、併せて、離島・
半島地域振興特別委員会及び観光・ＩＲ・新幹線対策特別委員会は引き続き、
ながさき新産業創造特別委員会を新たに設置し、その構成等を決定しました。
　令和３年度３月補正予算は、一般会計で367億8,199万円を減額。令和４
年度当初予算は、一般会計で6,883億681万9千円となり、67件の議案を原
案のとおり可決、承認、同意しました。

今年度は文教厚生委員会に所属します。

所信表明では、「私が先頭に立って行う」と
何度も言われていました。
是非、実行して頂きたいと思います。
今後とも掲げた政策を注視していきます。


